
自然共生ポイントや元気ポイントは「珠洲トチポ」へ！

令和７年度から「自然共生ポイント」と「元気ポイント」の交換は「珠洲トチポ」のみとする予定です。

今後、珠洲市の各種事業で発行するポイントなどは、「珠洲トチポ」へ順次移行します。

●自然共生ポイント ・・・ ［問］自然共生室 ☎（８２）７７１６

［家庭用廃食用油の回収］

・回収に出す際、「自然共生ポイントシール」または「珠洲トチポ」のどちらかを選択できます。

※事業所から出る油は回収できません。産業廃棄物として処分してください。

［団体で行う清掃活動や森林保全活動］

・参加者ごとに「自然共生ポイント」または「珠洲トチポ」のどちらかを選択できます。

また、団体の代表者や会計担当者などのアカウントに一括して発行することもできます。

なお、ポイントの受け取り方法は、各団体で相談して決めてください。

・珠洲トチポで受け取る方の「ＩD」「氏名」「生年月日」を記載した名簿の提出が必要です。

▶ 「珠洲トチポ」を選択するとポイントが２割増しになります。

▶ これまで発行した「自然共生ポイントシール」や「ポイント発行証明書」は「珠洲トチポ」に交換できます。

ご希望の方は、自然共生室までお持ちください。（郵送では受付できません。）

●元気ポイント（すず健やか事業） ・・・ ［問］健康増進センター ☎（８２）７７４２

▶ １２月３１日までにトチツーカアプリをダウンロードし、ユーザー登録された方

集めた元気ポイント全てを「珠洲トチポ」に交換します。

▶ １２月３１日までにトチツーカアプリをダウンロードしていない方

1,000ポイントで1,000円分の珠洲市共通商品券と交換します。

ポイント交換時期は２月を予定しています。１月送付のからだカルテ・ポイント案内に同封します。

Ｐ

デジタル地域通貨「トチツーカ」の

詳細は右記の二次元コードから

ご確認ください


